
一
頁

○
総
務
省
令
第
百
三
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
地
方
税
法
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
九
条
第
一
項
中
「
附
則
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め

る
。附

則
第
二
十
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

政
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
五
項
第
一
号
又
は
第
二
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
金
額
は
、
特
定
株
式
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
と
当
該
特
定
株
式
以
外
の
一
般
株
式
等
の
譲
渡
に



二
頁

よ
る
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
と
を
区
分
し
て
当
該
特
定
株
式
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
を
計

算
し
た
場
合
に
こ
れ
ら
の
金
額
の
計
算
上
生
ず
る
損
失
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

特
定
株
式
の
譲
渡
を
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
一
般
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
の
計

算
上
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
う
ち
に
当
該
特
定
株
式
の
譲
渡
と
当
該
特
定
株
式
以
外
の
一
般
株
式
等
の
譲

渡
の
双
方
に
関
連
し
て
生
じ
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
共
通
必
要
経
費
の
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
共
通
必
要
経
費
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
に
係
る
収
入
金
額
そ
の
他
の
基
準
の
う
ち
当
該
業
務
の

内
容
及
び
費
用
の
性
質
に
照
ら
し
て
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
よ
り
当
該
特
定
株
式
の
譲
渡
に
係
る
必
要
経
費
の
額

と
当
該
特
定
株
式
以
外
の
一
般
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
必
要
経
費
の
額
と
に
配
分
す
る
も
の
と
す
る
。

「

「

未
公

開
分

(
1
1
)

株
式

等
の

譲
渡

第
一
号
の
三
様
式
中

上
場

分
(
1
2
)

を

上
場

株
式

等
の

配
当

(
1
3
)

」

一
般

株
式

等
の

譲
渡

(
1
1
)

上
場

株
式

等
の

譲
渡

(
1
2
)

に
改
め
る
。



三
頁

上
場

株
式

等
の

配
当

等
(
1
3
)

」

第
五
号
の
四
様
式
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
の
四
様
式
別
表

挿
入

第
五
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
三
号
様
式
別
表

挿
入

第
五
十
四
号
様
式
中
「株

式
等

」
を
「一
般

株
式

等

」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
号
の
七
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
五
号
の
七
様
式

挿
入

第
五
十
六
号
様
式
中
「株

式
等

に
係

る
譲

渡
所

得
等

」
を
「上

場
株

式
等

に
係
る譲

渡
所

得
等

」
に
改
め
、
同
様
式
（
備

考
）
１
中
「株

式
等

」
を
「上

場
株

式
等

」
に
改
め
、
同
様
式
（
備
考
）
２
中
「譲

渡
に

」
を
「特

定
譲

渡
に

」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
号
様
式
中
「に

係
る

株
式

等

」
を
「に

係
る

上
場

株
式

等

」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う



四
頁

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
一
号
の
三
様
式
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
号
の
三
様
式

挿
入

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
十
五
号
の
七
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に

送
付
す
る
地
方
税
法
附
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
通
知
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
送
付

す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
通
知
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）



五
頁

第
三
条

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
う
ち
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
条
第
六
項
第
一
号
の
改
正
規
定
中
「
第
十
条
第
六
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
第

七
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。


